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第１章 総則

（目 的）

第１条 この要綱は，本市における宅地開発を適正かつ迅速に推進するため，公共施設及

び公益施設の設置並びに整備の基準を定めることで，無秩序な市街地の形成を防止し，

良好な生活環境を確保して，明るく住み良い都市づくりを図ることを目的とする。

（定 義）

第２条 この要綱における用語の意義は，以下の各号に定めるとおりとする。

(1) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う

土地の区画形質の変更をいう。

(2) 公共施設 道路，公園，緑地，広場，水道，下水道，河川，水路及び消防水利を

いう。

(3) 公益施設 福祉施設，教育施設，医療施設，交通施設その他の施設で，市民の福

祉又は利便のために供する施設をいう。

(4) 事業者 開発行為を行う者をいう。

(5) 開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。

(6) 土地の区画形質の変更

ア 道路，公園及び水路等を新設，変更又は廃止すること。

イ １メートルを超える切土，盛土又は切盛土をすること。

ウ 農地を宅地にすること。

（適用対象範囲）

第３条 この要綱は，都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２

９条第１項及び第２項の許可並びに法第３４条の２第１項の協議を要する開発行為に適

用する。

２ 前項に規定する開発行為の面積は，市街化区域では１，０００平方メートル以上，都

市計画区域外では，１０，０００平方メートル以上とし，市街化調整区域においては面

積にかかわらないものとする。

３ 原則として，同一所有者の隣接した一連の土地は，一体の開発区域とする。

（事前審査）

第４条 事業者は，あらかじめ土地利用に関する計画並びに公共施設及び公益施設の整備，

設置について，市長の審査（以下「事前審査」という。）を受けなければならない。事前

審査を受けた事項について変更しようとする場合も，同様とする。

２ 市長は，事前審査の結果を当該事業者に書面により通知するものとする。
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（公共施設の管理者の同意・協議）

第５条 事業者は，開発許可申請に先立ち，開発行為に関係がある公共施設の管理者と整

備，引き継ぎ等について同意・協議の手続きを行い，許可申請書に同意・協議を得たこ

とを証する書面を添付しなければならない。同意・協議をした開発行為について変更し

ようとする場合も同様とする。

２ 事業者及び公共施設管理者は，前項の規定に基づく同意・協議において，開発行為に

よって整備される公共施設が瑕疵によって滅失毀損を生じた場合に，事業者が責を負う

担保の期間を定めなければならない。

（自然環境の保全等）

第６条 事業者は，災害及び公害を防止し，その他住民の生命，財産，文化財及び自然環

境を保護する等，快適な居住環境の保全に努めなければならない。

（関係法令等の遵守義務）

第７条 事業者は，開発行為を行うに当たり，この要綱及び関係法令（条例，規則，その

他基準・計画を含む）を遵守しなければならない。

（街区及び宅地の規模）

第８条 事業者は，街区及び宅地の計画を，以下に掲げるところにより地形，日照並びに

予定される建物の規模及び用途等を考慮して定めなければならない。

(1) １街区の標準規模は，旭川市宅地開発指導要綱技術基準（以下「技術基準」とい

う。）に基づくものとする。

(2) １宅地の規模は，主として住宅の用に供する場合には，市街化区域にあっては２

００平方メートル以上とする。

（宅地の安全）

第９条 事業者は，開発区域内で整備される宅地について，地盤，排水等の安全を確保し

た計画，及び技術基準に基づいた整備を行わなければならない。

第２章 公共施設及び公益施設

（道路計画）

第１０条 事業者は，開発区域内の道路について，都市計画及び開発行為の土地利用に適

合し，利用者の安全が確保され，かつ周辺の道路と一体となって機能を発揮する道路計

画を行わなければならない。



- 3 -

２ 前項の道路計画に基づく道路の種類，規模，及び配置は，技術基準に定めるものを標

準とする。

（道路構造）

第１１条 事業者は，開発行為及びその関連工事により設置される道路について，前条の

道路の種類に応じて，技術基準に定める道路構造としなければならない。

（植樹桝の設置等）

第１２条 事業者は，開発区域内の幹線道路及び補助幹線道路には，街路樹の植樹桝等を

設置し，植栽に努めるものとする。

（開発区域の公園等）

第１３条 事業者は，開発区域が０．３ヘクタール以上の開発行為において，技術基準に

基づく公園，緑地及び広場（以下「公園等」という。）を配置しなければならない。

２ 前項の規定に基づき開発区域内に予定される公園等は，地域住民の有効な利用が確保

されるよう，位置及び形状を考慮して配置されなければならない。

３ 前２項に示す公園等の面積には，のり面敷地その他利用性のない用地は含まないもの

とする。

（排水施設）

第１４条 事業者は，開発区域内の排水施設について，開発区域付近の現況及び将来の土

地利用の見通しを勘案し，雨水を支障なく処理できるように計画，及び整備をしなけれ

ばならない。

２ 事業者は，流末を河川及び水路等に放流する場合は，当該河川及び水路等の管理者の

同意を得なければならない。

３ 事業者は，前項の規定により放流する場合には，放流先の水質，水位及び流量並びに

下流の利水状況を十分把握し，下流の水利上必要な措置を講じなければならない。

（河川）

第１５条 事業者は，開発区域内の河川について，河川管理者との協議に基づき，河川の

整備及び改修に必要な用地を確保しなければならない。

（水道）

第１６条 事業者は，市水道事業給水区域内において開発行為を行う場合，原則として水

道事業施設からの給水を受けなければならない。
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（消防水利）

第１７条 事業者は，開発区域の消防水利について，消防長と協議しなければならない。

（公共下水道）

第１８条 事業者は，公共下水道認可区域内における開発行為については，管理者との協

議に基づき下水道事業計画に適合したものとしなければならない。

（開発区域外の公共施設の整備）

第１９条 事業者は，開発区域に接続する道路及び区域に接する道路並びに河川等につい

て，その機能が有効に発揮されるよう必要に応じて一定の整備をしなければならない。

（公共施設の整備の負担）

第２０条 公共施設の整備は，事業者の負担において行うものとする。

（公共施設の整備に関する技術基準）

第２１条 開発行為により設置及び整備される公共施設については，この要綱に定めるも

ののほか，技術基準に定めるところによる。

（公益施設用地）

第２２条 事業者は，開発区域の規模に応じて市長が必要と認めた場合は，公益施設の位

置及び規模等について市長と協議し，当該開発区域に公益施設用地を確保しなければな

らない。

（引継ぎ）

第２３条 公共施設は，法第３６条第３項の規定による工事完了公告の翌日において，市

のそれぞれの管理者に土地の帰属及び管理を引継ぐものとする。

２ 前項の引継ぎは，開発許可制度のあらまし付記の「都市計画法に基づく開発行為によ

り設置された公共施設の引継ぎ及び土地の帰属の引継ぎ書」に基づいて引継ぐものとす

る。

３ 公益施設用地は，前条の規定による協議に基づき市長が必要と認めた場合，市に引継

ぐものとする。

（瑕疵の担保）

第２４条 事業者は，瑕疵によって生じた公共施設の滅失毀損について，第５条第２項の

規定に基づく同意・協議の際に定めた期間について，担保の責を負う。
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第３章 雑則

(周辺住民等への周知等)

第２５条 事業者は，開発行為の内容について開発区域周辺の住民等に対し責任をもって

周知を行い，理解と協力が得られるように努めなければならない。

２ 開発行為に関して生じた紛争については，事業者がその責任において誠意をもって調

整を行い，解決を図るものとする。

（工事中における災害等の防止）

第２６条 事業者は，工事の施行にあたって，工事用資材等の運搬及び工事中における災

害防止並びに公害防止に十分注意し，事前に隣接者などとの調整を図るものとする。

２ 事業者は，工事に伴って道路等を破損したときは，直ちに補修し，現状に復するとと

もに，周辺地域に損害を与えたときは，必要な措置を講じなければならい。

３ 事業者は，前項の事態が発生したときは，速やかに市長に報告しなければならない。

４ 事業者は，市長が必要と認めたときは，防災計画書を提出しなければならない。

（建築許可への準用）

第２７条 法第４２条第１項ただし書及び法第４３条第１項の規定に基づく許可を受けよ

うとする者並びに法第４２条第２項及び法第４３条第３項の協議を行おうとする者につ

いては，第６条，第７条，第９条，第１４条，第１６条及び前２条の規定を準用する。

（大規模開発行為の特例措置）

第２８条 事業者は，この要綱に定める基準のほか，開発区域の面積が２０ヘクタール以

上の開発行為における公共施設等の整備については，市長と協議し決定するものとする。

附 則

この要綱は，昭和５０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，昭和５９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成９年８月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成１３年５月１８日から施行する。

附 則

この要綱は，平成１７年４月１日から施行する。
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附 則

（施行期日）

１ この要綱は，平成２１年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際，現に開発行為に関する事前審査の手続き中のものについては，

なお従前の例による。


